


　

十
代
佐
賀
藩
主
鍋
島
直
正
公
は
、科
学
技
術
や
医
学
な
ど
、わ
が

国
の
近
代
化
を
他
藩
に
先
駆
け
て
先
導
し
た
名
君
の
ひ
と
り
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、多
忙
な
殿
様
に
必
要
だ
っ
た
の
が「
御

茶
屋
」と
い
う
別
邸
で
し
た
。直
正
公
時
代
の
数
あ
る
御
茶
屋
の
う

ち
、弘
化
三
年（
一
八
四
六
）に
造
営
さ
れ
た
最
も
宏
壮
な
御
茶
屋

が
神こ

う

野の

御お

茶ち
ゃ

屋や

で
す
。の
ち
に
自
ら
後
悔
し
た
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、

そ
の
造
作
は
壮
麗
で
、室
内
は
選
り
す
ぐ
り
の
御
道
具
で
飾
ら
れ
、

藩
士
と
親
睦
し
御
一
家
と
遊
ば
れ
た
神
野
御
茶
屋
は
、藩
主
の
心

を
し
ば
し
解
き
放
つ
特
別
な
空
間
で
し
た
。

　

ま
た
明
治
時
代
以
降
も
、御
下
県
の
際
に
は
侯
爵
鍋
島
家
に
よ

る
園
遊
会
が
催
さ
れ
ま
し
た
。大
正
十
二
年（
一
九
二
三
）に
鍋
島

家
か
ら
佐
賀
市
に
寄
附
さ
れ
、神
野
公
園
と
名
を
改
め
て
来
年
で

九
十
年
。今
な
お
市
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
神

野
御
茶
屋
の
歴
史
を
文
書
や
古
地
図
、古
写
真
か
ら
た
ど
り
、室
内

を
飾
っ
た
御
道
具
の
数
々
に
よ
っ
て
往
時
の
御
茶
屋
の
趣
き
を
偲

ぶ
展
覧
会
で
す
。

　
　

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
四
日

財
団
法
人 

鍋
島
報
效
会

ご
あ
い
さ
つ
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こ
の
図
録
は
、平
成
二
十
四
年
度
文
化
庁「
地
域
の
文
化
遺
産
を
活
か
し
た
観
光
振

興
・
地
域
活
性
化
事
業（
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
活
性
化
支
援
事
業
）」と
し
て
、財
団
法
人
鍋

島
報
效
会
が
主
催
し
、平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
四
日（
月
）か
ら
十
二
月
一
日（
土
）

ま
で
徴
古
館
に
お
い
て
開
催
す
る「
神
野
御
茶
屋　

―
殿
様
の
別
邸
―　

」展
の
解
説

付
き
総
目
録
で
あ
る
。

資
料
の
順
序
は
各
テ
ー
マ
に
従
っ
て
配
列
し
、陳
列
の
順
序
と
は
必
ず
し
も
一
致
し

な
い
。

資
料
解
説
の
表
記
は
、出
品
番
号
、名
称
、員
数
、時
代
・
年
代
、作
者
、法
量（
単
位
は
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
）、品
質
・
形
状
、所
用
者
、所
蔵
者
、解
説
の
順
に
記
し
た
。但
し
、一
部

の
文
書
資
料
等
は
、名
称
欄
に
記
事
内
容
等
を
記
載
し
た
。

所
蔵
者
表
記
の
な
い
も
の
は
、い
ず
れ
も
財
団
法
人
鍋
島
報
效
会
所
蔵
。但
し
、佐
賀

県
立
図
書
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
鍋
島
家
文
庫
資
料
に
つ
い
て
は
、そ
の
旨
と
請
求

番
号
を
付
し
た
。

解
説
文
中
の
史
料
引
用
は
、カ
タ
カ
ナ
や
漢
字
を
平
仮
名
に
す
る
な
ど
適
宜
表
記
を

改
め
、読
み
下
し
文
に
し
て
送
り
仮
名
を
補
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

編
集
・
執
筆
は
財
団
法
人
鍋
島
報
效
会（
主
任
学
芸
員 

藤
口
悦
子
、学
芸
員 

野
口
朋

子
、学
芸
員 

富
田
紘
次
）が
行
っ
た
。

図
版
の
写
真
撮
影
は
、久
我
秀
樹（
久
我
写
真
事
務
所
）、富
田
紘
次
、伊
藤 

優（
財
団
法

人
鍋
島
報
效
会 

資
料
調
査
員
）が
行
っ
た
。

一
、

一
、

一
、

一
、

一
、

一
、

一
、

目 

次

凡 

例

2
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１

鍋
島
直
正
公
肖
像
写
真

安
政
六
年（
一
八
五
九
）

川
崎
道
民 

撮
影

竪
一
〇
・
七
㎝　

横
八
・
一
㎝

ア
ン
ブ
ロ
タ
イ
プ
写
真

一
枚

（
パ
ネ
ル
展
示
）

３

殿
様
殿
様
の
別
邸
別
邸

直
正
公

直
正
公
の
四
つ
の

御
茶
屋

御
茶
屋

　

本
展
で
紹
介
す
る
神
野
御
茶
屋
は
、

十
代
藩
主
鍋
島
直
正
公
が
弘
化
三
年

（
一
八
四
六
）に
造
営
し
た
御
茶
屋（
別
邸
）

で
あ
る
。直
正
公
の
時
代
に
は
、佐
賀
城
下

の
内
外
に
複
数
の
御
茶
屋
が
存
在
し
て
い

た
。
こ
こ
で
は
神
野
御
茶
屋
を
中
心
に
、

四
つ
の
御
茶
屋
を
と
り
あ
げ
、そ
の
成
立

や
使
用
方
法
な
ど
の
特
徴
に
つ
い
て
紹
介

す
る
。

十
五
御
茶
屋　
（
弘
化
三
年
解
体
）

　

三
代
藩
主
鍋
島
綱
茂
公
の
観か

ん

頤い

荘そ
う

造
営

以
来
、大
名
庭
園
や
藩
主
家
の
住
居
、諫
早

家
や
藩
主
家
の
御
茶
屋
と
し
て
形
を
変
え

な
が
ら
続
い
た
伝
統
の
地
に
建
つ
十じ

ゅ
う

五ご

御お

茶ち
ゃ

屋や

（
現
・
佐
賀
市
鬼
丸
町
）に
は
、天
保
元

年（
一
八
三
〇
）、直
正
公
が
藩
主
に
就
任
し
た
当
初
は「
大
御
伯
母
右

近
様
」（
七
代
藩
主
鍋
島
重し

げ

茂も
ち

公
の
娘
・
数
姫
）が
住
居
し
て
い
た
が
、

直
正
公
は
そ
の
頃
か
ら
し
ば
し
ば
足
を
運
ん
で
い
た
。
し
か
し
天
保

六
年
、「
十
五
と
中
折
と
に
御
茶
屋
あ
る
の
み
。
さ
れ
ど
孰い

ず

れ
も
亦ま

た

狭き
ょ
う

隘あ
い

に
し
て
用
に
當
ら
ざ
る
が
故
に
」（『
鍋
島
直
正
公
傳
』第
二
篇
、以

下『
公
傳
』と
略
す
）、佐
賀
城
の
東
南
に
水
ヶ
江
御
茶
屋
が
造
営
さ
れ

た
。
こ
れ
に
伴
い
、天
保
八
年
か
ら
は
武
芸
調
練
の
た
め
の
御
用
地

と
し
て
十
五
御
茶
屋
周
辺
の
武
家
屋
敷
が
藩
に
よ
り
買
収
さ
れ（
鍋

八
三
二
‐
三「
屋
鋪
御
帳
扣
」）、「
鬼
丸
調
練
屋
敷
」と
な
っ
た
こ
の
一

帯
で
盛
ん
に
行
わ
れ
た
水
軍
や
銃
陣
等
の
調
練
に
は
直
正
公
も
し
ば

し
ば
視
察
に
出
か
け
た
。天
保
十
五
年
に
は
御
火
術
方
役
所
を
設
置

す
る
な
ど
藩
主
別
邸
と
し
て
の
機
能
は
ま
す
ま
す
薄
ら
い
だ
よ
う

で
、弘
化
三
年（
一
八
四
六
）の
神
野
御
茶
屋
造
営
に
伴
い
最
終
的
に

十
五
御
茶
屋
の
解
体
が
命
じ
ら
れ
た
。

佐
賀
城
と
御
茶
屋

　
『
公
傳
』第
二
篇
に
よ
れ
ば
、天
保
六
年
、痢り

病び
ょ
う

に
か
か
っ
た
直
正
公

の
名
代
と
し
て
古
賀
穀
堂
が
城
下
の
諸
社
を
参
詣
し
て
平
癒
を
祈

り
、や
が
て
治
癒
し
た
。
こ
の
一
件
を
受
け
、病
後
の
保
養
地
と
し
て

造
営
さ
れ
た
の
が
水
ヶ
江
御
茶
屋
で
あ
る
。「
官
衙
兵
営
に
止
宿
す
る

が
如
く
、自
然
窮
屈
な
る
も
の
あ
る
に
よ
り
、病
後
の
燕え

ん

居き
ょ

遊ゆ
う

豫よ

」の

た
め
、す
な
わ
ち「
直
正
公
が（
当
時
政
庁
の
あ
っ
た
）二
の
丸
に
居
住

す
る
こ
と
は
、役
所
や
兵
営
に
宿
泊
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
精
神

的
に
窮
屈
を
き
た
す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
た
び
の
病
後
の
寛

ぎ
の
地
と
し
て
、水
ヶ
江
御
茶
屋
造
営
の
話
が
持
ち
上
が
っ
た
」と
い

う
次
第
で
あ
る
。

　

た
ま
た
ま
だ
が
、水
ヶ
江
御
茶
屋
造
営
中
の
五
月
十
一
日
に
佐
賀

城
二
の
丸
御
殿
は
焼
失
し
、直
正
公
は
天
保
九
年
以
降
は
再
建
さ
れ

十可亭　直正公は川上（現･佐賀市大和町）の十可亭（御腰掛）へも
しばしば出かけた。建屋は30～40坪ほどというが、川上の景勝が
一望できた。特に8月には鮎簗の記事が年譜に散見され、昼は鮎
簗、夜は川上川に鵜舟を浮かべて遊んだという。（『公傳』第五篇）
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6

神こ
う

野の

御お

茶ち
ゃ

屋や

図ず

江
戸
時
代
末
期
（
一
九
世
紀
）

竪
一
三
七
・
五
㎝　

横
一
三
〇
・
三
㎝

紙
本
淡
彩
墨
書

右
の
計
画
図
の
平
面
間
取
り
と
比
べ
る
と
、無む

限げ
ん

青せ
い

山ざ
ん

亭て
い

の
御
式
台
ま
わ
り
に
変
更
が
見
ら
れ
、御
式
台
や
御
入
座

付
近
に
付
箋
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
変
更
後
の
本
図
の

間
取
り
が
現
状
に
通
ず
る
こ
と
か
ら
、の
ち
の
改
築
事
情

を
示
し
た
絵
図
と
思
わ
れ
る
。

泉
水
の
北
東
に
位
置
す
る
無
限
青
山
亭
は
平
屋
建
・
寄よ

せ

棟む
ね

造づ
く
り

・
茅か

や

葺ぶ
き

・
入い

り

側が
わ

庇ひ
さ
し

桟さ
ん

瓦か
わ
ら

葺ぶ
き

の
建
物
で
、間
取
図
に
よ

る
と
南
側
の「
御
入
座
・
二
ノ
御
間
」を
中
心
に
一
列
並

び
の
部
屋
が
中
庭
を
囲
ん
で
回
型
四
方
を
な
す
部
分

と
、南
西
部
の
泉
水
に
面
す
る
別
棟
部
分
と
で
構
成
さ

れ
て
い
る
。一
方
、中
島
に
建
つ
中
島
釣
殿（
茶さ

雨う

庵あ
ん

）は

東
西
に
並
ぶ
二
間
と
池
に
張
り
出
し
た「
拭
板
」と
縁
側

か
ら
な
り
、池
泉
に
張
り
出
し
た
部
分
に
は「
御
手
ス
リ
」

が
つ
き
、東
側
に
は
花か

頭と
う

窓ま
ど

が
つ
く
。

一
舗

北

無限青山亭  部分
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8

中な
か

島し
ま

釣つ
り

殿ど
の

（
茶さ

雨う

庵あ
ん

）

遺
さ
れ
た
古
写
真

江
戸
時
代
後
期
〜
明
治
時
代
初
期

（
本
紙
）竪
一
五
・
〇
㎝　

横
一
九
・
七
㎝

（
台
紙
）竪
一
九
・
六
㎝　

横
二
七
・
六
㎝

鶏
卵
紙
写
真

一
枚

（
パ
ネ
ル
展
示
）

神
野
御
茶
屋
の「
方
百
間
」を
ほ
こ

る
広
大
な
敷
地
の
う
ち
、北
東
に
位

置
す
る
建
物
を「
無む

限げ
ん

青せ
い

山ざ
ん

亭て
い

」、泉

水
の
中
島
に
建
つ
釣
殿
を「
茶さ

雨う

庵あ
ん

」と
称
し
た
こ
と
が
、こ
の
二
枚

の
古
写
真
か
ら
知
ら
れ
、貴
重
で
あ

る
。

「
無
限
青
山
」の
名
付
け
は
、幕
府
の

著
名
な
儒
学
者
で
あ
る
佐さ

藤と
う

一い
っ

斎さ
い

（
一
七
七
二
〜
一
八
五
九
）に
よ
る

も
の
で
、一
斎
の
揮
毫
に
な
る
同

名
の
扁
額
は
広
間（
御
入
座
）の
北

側
、は
る
か
天
山
一
帯
を
見
晴
ら
す

場
所
に
掲
げ
ら
れ
た（『
公
傳
』第
五

篇
）。
ま
た
、中
島
の「
茶
雨
庵
」と

は
、直
正
公
の
号
で
あ
る「
茶
雨
」か

ら
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

13



殿
様
の

別
邸 

―
―

神
野
御
茶
屋
を
飾
っ
た
御
道
具
類

　

神
野
御
茶
屋
に
お
い
て
鍋
島
直
正
公
が
小
宴
を
催
し
、歓
談
を
行

い
、茶
席
を
設
け
た
折
々
に
、そ
の
場
を
飾
り
、用
い
ら
れ
た
御
道
具

類
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。幸
い
に
も
神
野
御
茶
屋

に
関
す
る
三
種
の
御
道
具
帳
が
現
存
し
て
お
り
、な
お
か
つ
そ
こ
に

記
載
さ
れ
た
御
道
具
の
う
ち
三
分
の
一
に
あ
た
る
三
十
一
件
が
現
存

し
て
お
り
、往
時
の
あ
り
方
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

御
道
具
帳

　

そ
の
三
種
と
は「
神
野
御
茶
屋
御
置
付
御
道
具
帳
」（
出
品
資
料
№

17
）、「
御
道
具
方
御
品
控
帳
」（
出
品
資
料
№
18
）、「
神
野
御
道
具
帳
」

（
出
品
資
料
№
19
）で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、御
道
具
類
は
御
茶

屋
内
の
御
小
道
具
方
で
管
理
さ
れ
た
も
の（
七
十
件
）と
、何
ら
か
の

契
機
に
よ
り
佐
賀
城
本
丸
の
御
道
具
方
よ
り
借
用
し
留
め
置
か
れ

た
も
の（
十
九
件
）と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
弘
化
三
年
七
月

の
御
道
具
帳
に
捺
さ
れ
た
確
認
印
か
ら
、古ふ

る

川か
わ

松ま
つ

根ね

（
一
八
一
三
〜

七
一
）が
当
初
よ
り
御
道
具
の
管
理
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。古
川
松
根
は
直
正
の
側
近･

近
習
頭
で
、御
家
作
方
の
一
人
と
し

て
神
野
御
茶
屋
の
造
営
に
携
わ
っ
て
い
る
。彼
は
ま
た
書
画
に
す
ぐ

れ
和
歌
を
嗜
み
、有
職
故
実
に
明
る
い
文
化
人
で
も
あ
り
、御
茶
屋
の

御
道
具
の
選
定
に
も
関
わ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。御
道
具
の

種
類
は
書
画
・
茶
道
具
・
香
道
具
・
花
道
具
・
懐
石
具
・
遊
戯
具
な
ど
か

ら
な
り
、御
茶
屋
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
用
途
に
必
要
と
さ
れ
る
品
揃

え
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
、も
っ
と
も
多
く
を
占
め
る
茶
道

具
に
つ
い
て
み
る
と
、そ
の
道
具
揃
え
に
は
不
自
然
さ
が
あ
り
、折
々

の
茶
事
の
用
を
成
す
の
に
事
足
り
る
と
は
思
え
な
い
。現
存
す
る
御

道
具
帳
に
記
載
さ
れ
た
も
の
が
必
ず
し
も
そ
の
全
貌
を
示
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、御
道
具
帳
に
は
名
称
・
員
数
・

共
箱
の
情
報
の
み
が
記
さ
れ
る
た
め
、産
地
や
時
代
な
ど
の
詳
細
を

知
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

御
道
具
の
特
徴

　

以
上
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、名
称
の
内
容
や
現
存
す
る
資
料

を
手
が
か
り
に
神
野
御
茶
屋
で
用
い
ら
れ
た
御
道
具
の
特
徴
を

御
道
具
帳
に
求
め
て
み
る
と
、直
正
公
を
含
め
、八
代
鍋
島
治は

る

茂し
げ

公

（
一
七
四
五
〜
一
八
〇
五
）以
降
の
歴
代
藩
主
が
嗜
ん
だ
茶
道･

宗そ
う

徧へ
ん

流り
ゅ
う

に
ゆ
か
り
の
茶
道
具
が
散
見
さ
れ
、侘
び
数
寄
を
彷
彿
と
さ
せ

る
。茶
道
具
と
懐
石
具
は
国
産
の
も
の
が
大
半
で
あ
る
が
、一
方
で
床

飾
り
に
用
い
ら
れ
る
掛
物
や
香
道
具
、文
房
具
に
は
、中
世
よ
り
わ

が
国
で
珍
重
さ
れ
た
元
・
明
時
代
の
唐
物
が
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら

れ
る
。特
に
、神
野
御
茶
屋
が
完
成
し
た
弘
化
三
年（
一
八
四
六
）八
月

に
御
道
具
方
よ
り
借
用
し
た
床
飾
り
は
、十
五
件
の
う
ち
実
に
十
一

件
が
唐
物
で
あ
る
。懐
石
具
は
瀟
洒
な
蒔
絵
の
膳
椀
や
青
磁
・
染
付

の
向
付
な
ど
、い
ず
れ
も
十
人
前
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
な
か
に
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
の
酒
器
や
コ
ッ
プ
も
あ
り
、宴
の
席
を
華
や
い
だ
も

の
に
し
た
で
あ
ろ
う
。幕
府
の
儒
者
で
あ
る
佐
藤
一
斎（
一
七
七
二
〜

一
八
五
九
）が
名
付
け
揮
毫
し
た「
無
限
青
山
」扁
額
も
御
道
具
と
し

て
名
を
連
ね
て
い
る
。
い
ず
れ
も
直
正
公
が
目
に
し
、手
に
取
り
、愛

で
た
品
々
で
あ
る
。

御
道
具
の
そ
の
後

　

こ
れ
ら
の
御
道
具
は
、あ
る
い
は
慶
応
〜
明
治
年
間
に「
三
の
丸

中
奥
」・「
東
京
」（
侯
爵
鍋
島
邸
）・「
御
館
」（
佐
賀
内
庫
所
）へ
移
り
、あ

る
い
は
明
治
前
期
に
元
御
道
具
方
へ
返
納
さ
れ
て
お
り
、移
動
し
な

か
っ
た
御
道
具
類
に
つ
い
て
は
、大
正
七
年（
一
九
一
八
）内
庫
所
御

道
具
帳
に
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、明
治
中
期
か
ら
大
正
七

年
ま
で
の
間
に
侯
爵
鍋
島
家
の
別
邸
兼
事
務
所
で
あ
る
佐
賀
内
庫
所

の
管
理
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。佐
賀
城
の
御
道
具
類
は
明

治
七
年（
一
八
七
四
）の
佐
賀
の
乱
に
よ
り
そ
の
多
く
が
失
わ
れ
て
し

ま
っ
た
が
、神
野
御
茶
屋
の
御
道
具
の
多
く
は
御
茶
屋
内
に
留
め
置

か
れ
て
い
た
た
め
に
、幸
い
に
罹
災
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ

う
し
て
残
さ
れ
た
三
十
一
件
が
、こ
こ
に
紹
介
す
る
御
道
具
で
あ
る
。

　

一
般
に
藩
主
別
邸
の
私
的
な
御
道
具
は
、城
内
の
公
式
行
事
で
用

い
ら
れ
る
表
道
具
と
比
べ
、用
い
ら
れ
る
場
や
用
途
が
異
な
り
、ま
と

ま
っ
て
伝
来
す
る
こ
と
も
稀
で
あ
る
。神
野
御
茶
屋
の
御
道
具
類
は
、

藩
主
在
任
中
も
隠
居
後
も
、直
正
公
が
賓
客
を
も
て
な
し
、時
に
私
的

な
寛
ぎ
の
ひ
と
と
き
を
過
ご
す
際
に
そ
の
空
間
を
彩
っ
た
品
々
で
あ

り
、大
名
道
具
の
性
格
を
考
え
る
上
で
も
貴
重
な
資
料
群
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

御
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紺こ

ん

紙し

白は

く

字じ

詩し

書し

ょ

屏び
ょ
う

風ぶ

江
戸
時
代
前
期（
一
七
世
紀
）

洪 

浩
然 

筆

（
各
扇
）
竪
一
三
一
・
〇
㎝　

横
五
三
・
〇
㎝

紺
紙
白
字　

六
曲
屏
風
装（
一
双
の
う
ち
）

紺
紙
に
胡ご

粉ふ
ん

を
用
い
て
七
言
絶
句
四
首
を
書
い
た

一
双
の
屏
風
で
、右
隻（
参
考
資
料
）に
唐
の
杜と

牧ぼ
く

の

「
山
行
」、張ち

ょ
う

継け
い

の「
楓
橋
夜
泊
」、左
隻（
出
品
資
料
）

に
北
宋
の
魏
野
の「
尋
隠
者
不
遇
」、蘇そ

軾し
ょ
く

の「
漢
陰

堂
」が
行
草
体
で
書
か
れ
て
い
る
。各
首
の
末
に
落

款「
浩
然
」（
白
文
円
印
）。

作
者
の
洪こ

う

浩こ
う

然ぜ
ん（

一
五
八
二
〜
一
六
五
七
）は
文
禄

二
年（
一
五
九
三
）朝
鮮
出
兵
中
の
鍋
島
直
茂
公
に

よ
る
晋
州
攻
撃
の
際
、大
筆
を
肩
に
か
け
穴
に
隠
れ

て
い
た
と
こ
ろ
を
捕
え
ら
れ
佐
賀
へ
連
れ
て
こ
ら

れ
た
と
い
う
。浩
然
は
の
ち
儒
者
と
し
て
直
茂
と

初
代
藩
主
鍋
島
勝
茂
公
に
仕
え
、漢
詩
と
書
に
す

ぐ
れ
た
。明
暦
三
年（
一
六
五
七
）勝
茂
の
死
に
伴

い
、「
忍
」の
一
字
を
家
族
に
遺
し
殉
死
を
遂
げ
た

（
七
十
六
歳
）。浩
然
の
書
は
楷
書
体
で
打
込
と
止
め

に
節
を
つ
く
る
独
特
の
書
体

で
知
ら
れ
、「
コ
ブ
浩
然
」と
称

さ
れ
る
所
以
で
も
あ
る
が
、こ

の
屏
風
の
よ
う
な
行
草
体
も

残
し
て
い
る
。

御
道
具
帳（
出
品
資
料
№
18
）

に
よ
る
と
、本
作
は
彭
啓
豊

（
一
七
〇
一
〜
八
四
）ほ
か
筆

の「
端
振
金
文
字
花
鳥
六
枚
折

御
屏
風  

壱
双
」と
と
も
に
嘉

永
三
年
四
月
に
御
道
具
方
よ

り
借
用
し
、神
野
御
茶
屋
で
用

い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
隻

【参考】　右隻【参考】　右隻

左隻左隻

（
第
一
〜
三
扇
）

尋
真
誤
入
蓬

莱
島
、
香
風
不

動
松
花
老
。
採

芝
何
処
未
帰

来
、
白
雲
満
地

無
人
掃
。

（
第
四
〜
六
扇
）

白
水
満
時
双

鷺
下
、
緑
槐
高

処
一
蝉
吟
。
酒

醒
門
外
三
竿

日
、
臥
看
渓
南

十
畝
陰
。

（
第
一
〜
三
扇
）

遠
上
寒
山
石

径
斜
、
白
雲
生

処
有
人
有
。
停

車
坐
愛
楓
林

晩
、
霜
葉
紅
於

二
月
花
。

（
第
四
〜
六
扇
）

白
月
落
烏
啼
霜

満
天
、
江
楓
漁

火
対
愁
眠
。
姑

蘇
城
外
寒
山

寺
、
夜
半
鐘
聲

到
客
船
。

【
翻
刻
資
料
】（
左
隻
）

【
翻
刻
資
料
】（
右
隻
）
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37

唐か

ら

松ま

つ

布ほ

袋て

い

唐か

ら

子こ

堆つ

い

朱し

ゅ

香こ

う

盆ぼ

ん

中
国
・
明
時
代（
一
六
世
紀
）

高
さ
二
・
一
㎝　

竪
一
九
・
二
㎝　

横
一
九
・
一
㎝

木
製 

堆
朱

一
枚

38

黒く

ろ

漆う
る
し

塗ぬ

り

布ほ

袋て

い

唐か

ら

子こ

螺ら

鈿で

ん

網あ

代じ

ろ

香こ

う

合ご

う

中
国
・
清
時
代（
一
八
世
紀
）

高
さ
七
・
八
㎝　

竪
六
・
七
㎝　

横
六
・
七
㎝

木
製 

漆
塗 

螺
鈿

一
合

39

銀ぎ

ん

夕ゆ

う

顔が

お

形が

た

水す

い

注ち
ゅ
う

江
戸
時
代

高
さ
一
〇
・
〇
㎝

銀
製

一
合

方
形
入い

り

角す
み

、印い
ん

籠ろ
う

蓋ぶ
た

造づ
く
り

、台
付
の
三
重
香
合
で
、台
に
は
刳く

り

形が
た

を
つ
け

る
。総
体
黒
漆
塗
、蓋
裏
・
見
込
は
朱
漆
塗
で
、合
口
部
は
錫す

ず

製
と
す

る
。蓋
表
に
は
薄う

す

貝が
い

螺ら

鈿で
ん

と
金き

ん

切き
り

金か
ね

で
布
袋
と
六
人
の
唐
子
を
あ
ら

わ
し
、顔
や
衣
に
は
毛
彫
り
を
施
す
。各
段
の
側
面
に
は
周
囲
の
七し

っ

宝ぽ
う

花は
な

菱び
し

繋つ
な
ぎ

文も
ん

の
な
か
に
網
代
を
貼
付
す
る
。入
隅
部
は
二
列
の
連れ

ん

珠じ
ゅ

文も
ん

、

脚
部
は
半
裁
の
輪
違
い
風
連
続
文
を
ほ
ど
こ
す
。弘
化
三
年
八
月
、神

野
御
茶
屋
が
落
成
し
た
際
に
、床
飾
り
と
し
て
用
い
る
た
め
に
御
道

具
方
よ
り
借
用
し
た
御
道
具
の
う
ち
の
一
つ
。

水
注
は
文
房
具
の
一
種
で
、硯
に
注
ぐ
水
を
入
れ
て
お
く
も

の
。銀
製
の
水
注
で
、箱
書
と
御
道
具
帳
に
は「
水
入
」と
記
さ

れ
る
。把
手
は
籐
巻
と
し
、注
口
は
細
く
湾
曲
す
る
。蓋
は
夕

顔
の
葉
を
、胴
全
体
は
ど
っ
し
り
と
し
た
夕
顔
の
実
を
象
っ

て
い
る
。

日
本
で
は
器
に
二
つ
の
水
穴
を
設
け
た
水す

い

滴て
き

を
筆
や
硯
と
共

に
硯
箱
に
収
め
て
用
い
る
の
が
主
流
で
あ
り
、本
作
は
日
本

製
で
あ
る
が
、文ふ

机づ
く
え

に
置
き
、あ
る
い
は
書
院
飾
り
と
す
る
唐

物
の
あ
り
方
に
則
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
作
は
香
炉
な
ど
を
の
せ
る
た
め
の
盆
で
、見
込
に
枠
を
設
け
、

内
に
は
卍ま

ん
じ

繋つ
な
ぎ

の
地
文
に
唐
松
と
岩
、頭ず

陀だ

袋ぶ
く
ろ

を
結
わ
え
た
杖
を
肩

に
か
け
た
布
袋
に
戯
れ
る
六
人
の
唐
子
を
あ
ら
わ
す
。四
周
に

は
花は

な

菱び
し

襷だ
す
き

の
地
文
に
雲
鶴
を
交
互
に
配

し
、外
側
に
は
同
地
文
に
四
種
の
花か

卉き

文も
ん

を
あ
ら
わ
す
。底
面
は
黒
漆
塗
と
す

る
。
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鍋
島
家
の
御
下
県

　

十
代
藩
主
鍋
島
直
正
公
の
別
邸
と
し
て
造
営
さ
れ
た「
神
野
御
茶

屋
」。明
治
維
新
を
迎
え
た
明
治
元
年（
一
八
六
八
）は
、隠
居
の
松
平

閑か
ん

叟そ
う（

直
正
）に
対
し
、三
月
か
ら
太
政
官
代
へ
の
出
仕
、七
月
に
は
病

気
療
養
の
た
め
帰
国
、京
都
と
佐
賀
を
電
流
丸
に
て
往
復
の
多
忙
さ

で
あ
っ
た
。十
一
月
二
十
日
に
フ
ル
ベ
ッ
キ
を
神
野
御
茶
屋
に
招
き

会
談
し
た
後
、十
一
月
晦
日
に
京
へ
向
け
て
出
発
。明
治
二
年
正
月
に

は
、薩
長
土
肥
四
藩
主
が
版
籍
奉
還
を
上
表
す
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、

閑
叟
公
の
御
暇
許
可
に
あ
た
り
、四
月
上
旬
ま
で
に
は
必
ず
東
京
に

参
着
す
べ
し
と
の
命
を
受
け
て
三
月
一
日
帰
城
。三
月
二
十
一
日
、馬

車
に
て
神
野
御
茶
屋
に
入
ら
れ
た
の
を
最
後
に
、三
月
二
十
八
日
に

東
京
に
向
け
て
発
駕
し
て
以
来
、再
び
佐
賀
の
地
を
踏
む
こ
と
な
く
、

明
治
四
年
正
月
十
八
日
薨
去
さ
れ
た
。
そ
の
間
、議
定
・
軍
防
事
務
局

輔
・
制
度
事
務
局
輔
・
上
院
議
長
・
開
拓
使
督
務（
開
拓
使
長
官
）・
大
納

言
な
ど
要
職
を
歴
任
し
、天
皇
の
信
任
も
特
に
篤
く
、公
も
皇
室
の
藩

屏
た
ら
ん
と
し
、麻
布
賢
崇
寺
境
外
に
神
式
の
墓
所
が
築
か
れ
た
。

　

明
治
維
新
後
佐
賀
の
地
を
離
れ
、東
京
に
本
居
を
移
さ
れ
た
鍋
島

家
で
あ
っ
た
。十
一
代
直な

お

大ひ
ろ

公
は
西
洋
遊
学
の
途
に
つ
く
べ
く
、明
治

四
年
の
岩
倉
使
節
団
に
同
行
し
、英
国
に
留
学
さ
れ
た
が
、明
治
七

年
の
佐
賀
の
乱
の
報
に
接
し
、一
旦
帰
国
。
す
で
に
政
情
は
安
定
し

て
お
り
、胤た

ね

子こ

夫
人
同
伴
に
て
西
洋
事
情
の
視
察
に
再
渡
欧
。出
発
前

に
慌
た
だ
し
く
佐
賀
に
立
寄
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、正
式
に
は
ご

家
族
で「
ご
下
県
」「
ご
来
栄
」さ
れ
た
の
は
明
治
二
十
年
が
最
初
で
あ

り
、神
野
御
茶
屋
で
国
老
以
下
縁
故
者
の
饗
応
や
か
つ
て
の
家
臣
を

招
き
宴
を
張
ら
れ
た
。

　

そ
れ
以
前
の
御
茶
屋
の
利
用
は
い
か
が
で
あ
っ
た
か
。記
録（
鍋

さ
れ
た
。
ま
た
、こ
の
席
で
図
書
館
の
そ
ば
に
博
物
館（
徴
古
館
）を

建
設
予
定
で
あ
る
こ
と
も
表
明
さ
れ
た
。

　
「
茶さ

雨う

庵あ
ん

」こ
と「
隔
林
亭
」は
直
正
の
側
近
と
し
て
国
事
に
奔
走

し
た
中
野
数
馬
に
譲
ら
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、明
治
三
十
四
年

十
一
月
十
七
日
の
佐
賀
新
聞
記
事
中
に「
中
野
致
明（
数
馬
長
男
）が

自
邸
の
隔
林
亭
で
観
菊
の
宴
を
催
す
」と
あ
る
。大
正
五
年
に
中
野
家

は
東
京
に
移
住
、中
野
邸
に
あ
っ
た
隔
林
亭
は
学
校
敷
地
と
な
っ
た

佐
賀
高
等
女
学
校
へ
移
管
さ
れ
た
が
、荒
廃
も
進
み
、戦
後
に
は（
昭

九
八
八
・
九
‐
二「
早
引
諸
集
」な
ど
）で
は
、明
治
以
降「
神
野
御
別

荘
」と
言
い
習
わ
し
て
い
た
。御
茶
屋「
無む

限げ
ん

青せ
い

山ざ
ん

亭て
い

」と
中
島
釣
殿

「
茶さ

雨う

庵あ
ん

」の
建
物
の
う
ち
、「
茶
雨
庵
」は
明
治
初
期
頃（
閑
叟
公
在
世

中
と
も
）に
城
内
の
中
野
数
馬（
一
八
一
八
〜
八
一
）へ
下
賜
さ
れ
、

「
隔か

く

林り
ん

亭て
い

」と
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
。明
治
八
年
に
は
課
税
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
、県
庁
が
測
量
を
実
施
。神
野
村
と
八
戸
溝
村
に
跨
る
こ

と
か
ら
、両
村
か
ら
税
を
か
け
ら
れ
た
。明
治
十
四
年
・
十
七
年
九
月

の
暴
風
雨
で
は
大
破
し
た
と
の
記
録
も
あ
り
、後
に
は
改
築
の
記
録

も
出
て
く
る
。明
治
十
四
年
の
長
崎
県
令
内
海
忠
勝
へ
の
酒
食
の
接

待
、十
七
年
に
は
文
部
少
輔
九
鬼
隆
一
以
下
の
招
請
、明
治
二
十
六
年

に
は
主
馬
頭
藤
波
言
忠（
栄な

が

子こ

夫
人
の
兄
）の
昼
食
な
ど
、接
待
の
場

と
し
て
の
利
用
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、明
治
二
十
九
年
五
月
一
日
の

大
隈
重
信
伯
を
招
待
し
て
の
園
遊
会
、十
一
月
十
日
に
は
佐
野
常
民

伯
の
歓
迎
園
遊
会
な
ど
貸
し
会
場
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
。

鍋
島
家
か
ら
佐
賀
市
へ

　

佐
賀
市
長
野
口
能
毅
よ
り
提
出
さ
れ
た
、
大
正
十
一
年

（
一
九
二
二
）十
二
月
十
八
日
付「
神
野
お
茶
屋
御
開
放
ノ
儀
ニ
付
願
」

文
書
に
よ
る
と
、神
野
村
の
合
併
に
伴
い
都
市
計
画
の
大
綱
見
直
し

に
当
た
り
、公
園
設
備
の
不
足
を
補
う
意
味
か
ら
も
寄
附
を
願
う
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、十
二
代
直な

お

映み
つ

公
は
初
め
て
直な

お

泰や
す

様
を

同
行
さ
れ
た
大
正
十
二
年
の
ご
下
県（
弘
道
館
記
念
碑
除
幕
式
や
直

大
命
松
原
神
社
合
祀
祭
に
参
列
）の
折
、三
月
三
十
一
日
の
神
野
御
茶

屋
で
の
園
遊
会
で
の
御
挨
拶
で「
大
佐
賀
市
発
展
の
第
一
歩
に
当
っ

て
、こ
の
庭
を
現
状
の
ま
ま
、家
屋
も
こ
の
ま
ま
お
渡
し
ま
す
」と
述

べ（
出
品
資
料
№
59
）、佐
賀
市
へ
の
寄
附
が
満
場
の
大
拍
手
で
歓
迎

近
代
の
神
野
御
茶
屋

34

3 月 31 日神野園遊会での直映公あいさつ文
大正十二年御下縣略記59
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大正９年１１月　梨本宮守正王・伊都子妃殿下（11代直大公  二女）の御来園

大正６年５月３日　直茂公三百年祭帰県時の園遊会

38
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和  
暦

 

西  

暦

月  

日

御
茶
屋
　

事　

項

出　

典

直正公

天
保
元
年

一
八
三
〇

二
月
七
日

直
正
公
、佐
賀
藩
十
代
藩
主
と
な
る

天
保
六
年

一
八
三
五

二
月
朔
日

水
ヶ
江

水
ヶ
江
御
茶
屋
を
造
営

直
正
公
譜
、鍋
島
直
正
公
傳

天
保
十
三
年

一
八
四
二

八
月
二
十
九
日

欄
干

欄
干
御
茶
屋
を
造
営

直
正
公
譜
、直
正
公
御
年
譜
地
取

鍋
島
直
正
公
傳

弘
化
二
年

一
八
四
五

九
月
二
十
四
日

欄
干

直
正
公
、欄
干
御
茶
屋
で
福
岡
藩
主
・
黒
田
長
溥
と
会
談

直
正
公
譜
、直
正
公
御
年
譜
地
取

鍋
島
直
正
公
傳

弘
化
三
年

一
八
四
六

二
月
二
十
日

神
野

神
野
村
・
八
戸
溝
村
境
の
場
所
へ
御
茶
屋
を
建
て
る
よ
う
仰
せ
出
し

直
正
公
譜
、直
正
公
御
年
譜
地
取

三
月
十
八
日

神
野

こ
の
日
よ
り
、神
野
御
茶
屋
の
掘
方
普
請
に
取
り
か
か
る

神
野
御
茶
屋
御
家
作
一
件
扣

四
月
十
五
日

神
野

松
原
神
社
社
人
の
早
田
佐
渡
守
ら
に
よ
り
、神
野
御
茶
屋
地
鎮
祭
挙
行

神
野
御
茶
屋
御
家
作
一
件
扣

五
月
二
十
七
日

十
五

十
五
御
茶
屋
を
解
体
し
、同
所
へ
石
火
矢
方
役
所
を
引
き
直
す
よ
う
仰
せ
出
す

直
正
公
譜
、直
正
公
御
年
譜
地
取

六
月
十
七
日

神
野

神
野
御
茶
屋
御
家
作
に
つ
き
、平
吉
郷
村
々
よ
り
労
働
奉
仕
の
申
し
出
が
あ
り
裁
許
と
な
る

直
正
公
御
年
譜
地
取

八
月
一
日

神
野

直
正
公
、神
野
御
茶
屋
に
入
る（
年
譜
初
出
記
事
）

直
正
公
御
年
譜
地
取

八
〜
九
月
頃

神
野

こ
の
こ
ろ
神
野
御
茶
屋
竣
工

神
野
御
茶
屋
棟
札
、年
譜
、鍋
島
直
正
公
傳

文
久
二
年

一
八
六
二

十
月
十
一
日

十
可
亭

都
渡
城
宿
御
狩
方
役
宅
へ「
御
入
座
」を
建
て
る
よ
う
仰
せ
だ
す

直
正
公
譜

元
治
元
年

一
八
六
四

三
月

神
野

こ
の
年
、神
野
御
茶
屋
を
一
般
開
放
す
る

直
正
公
譜
、鍋
島
直
正
公
傳

十
月
二
十
三
日

神
野

直
正
公
、神
野
御
茶
屋
に
て
熊
本
藩
の
使
者
・
片
山
多
門
を
召
す

直
正
公
御
年
譜
地
取

慶
応
四
年

一
八
六
八

八
月
晦
日

神
野

直
正
公
、神
野
御
茶
屋
に
唐
津
藩
の
使
者
・
大
八
木
衛
守
を
召
す

直
正
公
御
年
譜
地
取

明
治
元
年

一
八
六
八

十
月
二
十
一
日

神
野

直
正
公
、神
野
御
茶
屋
で
岩
倉
侍
従（
岩
倉
具
視
の
息
子
）と
初
め
て
面
談

直
正
公
譜
、直
正
公
御
年
譜
地
取

十
月
二
十
四
日

神
野

直
正
公
、神
野
御
茶
屋
に
熊
本
藩
の
家
老
・
溝
口
孤
雲
を
召
し
、娘
の
宏
姫
と
熊
本
藩
主･

細
川
護
久
の
縁
談
に
つ
い
て
内
密
に
相
談

直
正
公
譜
、直
正
公
御
年
譜
地
取

十
一
月
二
十
日

神
野

直
正
公
、米
国
人
フ
ル
ベ
ッ
キ
ら
を
神
野
御
茶
屋
に
招
く

直
正
公
譜
、直
正
公
御
年
譜
地
取

明
治
二
年

一
八
六
九

三
月
十
一
日

神
野

直
正
公
・
直
大
公
、御
乗
廻
に
て
神
野
御
茶
屋
に
出
る

直
正
公
御
年
譜
地
取

三
月
二
十
一
日

神
野

直
正
公
、馬
車
に
て
神
野
御
茶
屋
に
入
る（
同
御
茶
屋
入
り
の
年
譜
最
終
記
事
）

直
正
公
御
年
譜
地
取

三
月
二
十
二
日

水
ヶ
江

直
正
公
、散
歩
の
後
、水
ヶ
江
御
茶
屋
に
立
ち
寄
る（
同
御
茶
屋
入
り
の
年
譜
最
終
記
事
）

直
正
公
御
年
譜
地
取

明
治
四
年

一
八
七
一

一
月
十
九
日

直
正
公
、逝
去

明
治
初
期

神
野

神
野
御
茶
屋
の
う
ち
、茶
雨
庵
を
筆
頭
家
老
で
あ
っ
た
中
野
数
馬
へ
下
賜
し
、城
内
の
中
野
家
へ
移
築

隔
林
亭
文
書

明
治
八
年

一
八
七
五

九
月

神
野

こ
れ
ま
で
無
税
だ
っ
た
神
野
村
御
別
荘
に
公
税
が
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、県
庁
が
実
地
測
量
を
行
う（
境
内
は
神
野
村
・
八
戸

溝
村
両
村
に
掛
か
る
）

早
引
諸
集
一
号

明
治
十
四
年

一
八
八
一

九
月
二
十
六
日

大
風
雨
に
て
御
館
を
は
じ
め
、神
野
御
別
荘
そ
の
他
、所
々
大
破

早
引
諸
集
一
号

十
月
十
四
日

神
野

長
崎
県
令
内
海
忠
勝
出
佐
賀
、神
野
御
別
荘
に
て
酒
食
差
出
す
。田
中
清
輔
・
佐
賀
郡
長
そ
の
他
が
相
伴

早
引
諸
集
一
号

明
治
十
七
年

一
八
八
四

三
月
十
八
日

神
野

文
部
少
輔
九
鬼
隆
一
其
外
来
佐
賀
、神
野
御
別
荘
へ
御
招
請

早
引
諸
集
一
号

九
月
十
七
日

神
野

暴
風
雨
に
よ
り
松
原
社
御
境
内
の
石
玉
垣
な
ど
が
倒
れ
、神
野
御
別
荘
・
高
伝
寺
・
諸
番
御
仕
法
方
・
春
日
山
御
祠
堂
な
ら
び
に
番

宅
・
今
宿
御
仕
法
方
そ
の
他
、損
害
を
被
る

早
引
諸
集
一
号

40



現在の神野御茶屋（神野公園）
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品
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ス
ト

出
品
リ
ス
ト

№ 資料名 員数 時代･年代 法量 [単位はcm] 備考
1 鍋島直正公肖像写真 1枚 安政6年（1859） 竪10.7　横8.1 川﨑 道民 撮影
2 直正公御年譜地取　巻五 1冊 明治時代（19世紀） 竪25.5　横18.2 鍋113-24
3 直正公御年譜地取　巻五 1冊 明治時代（19世紀） 竪26.4　横18.4 鍋113-23
4 神野御茶屋御家作一件扣 1冊 弘化3年（1846） 竪18.8　横13.4 鍋673-2
5 神野御茶屋図　＊ 1舗 江戸時代末期（19世紀） 竪122　 横128 鍋島文庫資料・郷182
6 神野御茶屋図 1舗 江戸時代末期（19世紀） 竪137.5　横130.3 鍋113-24
7 中佐嘉郷神野村　＊ 1舗 天明4年（1784） 竪178　横155 佐賀県立図書館所蔵（郷113）
8 古写真  無限青山亭藤花　＊ 1枚 明治時代初期（19世紀） （本紙） 竪15.0　横19.8 鍋9-155-1
9 古写真  中島釣殿　＊ 1枚 明治時代初期（19世紀） （本紙） 竪15.0　横19.7 鍋9-155-1
10 直正公御年譜地取　巻八 1冊 明治時代（19世紀） 竪25.5　横18.2
11 談話筆記 1冊 明治27年（1894） 竪25.7　横18.4 鍋988.9-4
12 古川松根筆記 1冊 明治時代（19世紀） 竪26.4　横18.4 鍋109-7
13 直正公譜　巻十 1冊 明治11年（1878） 竪25.8　横18.3 鍋113-40
14 野人亭稿 1冊 明治時代（19世紀） 竪26.3　横18.4 直正漢詩集
15 鍋島直正書簡 1通 万治元年（1864）ヵ4月5日 竪17.3　横86.5 10代鍋島直正長女・貢姫宛
16 鍋島直正書簡 1通 慶応2年（1866）ヵ2月21日 竪17.2　横95.4 10代鍋島直正長女・貢姫宛
17 神野御茶屋御置付御道具帳 1冊 弘化3年（1846）7月 竪29.8　横20.6 鍋092-2
18 御道具方御品控帳 1冊 弘化3年（1846） 竪27.1　横18.8 鍋074-2
19 神野御道具帳 1冊 明治時代初期（19世紀） 竪27.0　横19.0 鍋090-7
20 紺紙白字詩書屏風 1隻 江戸時代前期（17世紀） （各扇） 竪131.0　横53.0 洪 浩然 筆
21 月渚宿雁図 1幅 中国・明時代（15～16世紀） 竪142.2　横70.3 呂紀 筆
22 銀象嵌釜鐶 1具 江戸時代 口径8.2
23 風炉火箸 1具 江戸時代 長さ28.4
24 宗偏好　四方釜風炉　五徳添 1具 享和3年（1803） 高さ13.7　胴径35.2 松木宗四郎 作
25 焼締糸目結形水指 1口 江戸時代（18～19世紀） 高さ18.1　口径13.2　高台径11.2 備前焼
26 染付楼閣山水文中水指 1合 江戸時代後期（19世紀） 高さ18.5　口径7.2　胴径11.4 大川内 焼
27 真塗手桶 1合 江戸時代（18～19世紀） 高さ25.5　口径24.8　底径23.2 8代藩主・鍋島治茂 伝来
28 唐銅製建水 1口 文化5年（1808） 高さ7.4　口径13.8　底径10.4 名越弥五郎 作
29 竹製格子形炭斗　釜敷添 1口 中国・明時代 高さ10.1　口径24.5　底径21.2
30 義閑作　茶杓 1本 江戸時代中期（18～19世紀） 長さ18.3 水谷義閑 作
31 黒漆塗尻張棗 1合 江戸時代 高さ6.2　最大径6.0 
32 黒漆塗丸小板 1枚 江戸時代 高さ2.0　口径30.9
33 枇杷色唐銅尻張形水次 1合 文化7年（1810） 高さ23.7　口径11　胴径18.8 名越弥五郎 作
34 青磁罅焼茶巾盥 1口 江戸時代後期（19世紀） 高さ7.6　口径24.5 大川内焼
35 唐銅取手龍鳳覆雲透鈕有香炉 1口 江戸時代 高さ15.8　最大幅17.5
36 青磁三足付香炉 1口 中国・明時代（14世紀後半～15世紀前半）高さ5.5　 口径5.7 中国・龍泉窯
37 唐松布袋唐子堆朱香盆 1枚 中国・明時代（16世紀） 高さ2.1　竪19.2　横19.1
38 黒漆塗布袋唐子螺鈿網代香合 1合 中国・清時代（18世紀） 高さ7.8　竪6.7　横6.7
39 銀夕顔形水注 1合 江戸時代 高さ10
40 梨子地秋野蒔絵硯箱 1合 江戸時代（18世紀） 高さ4　竪25　横14.5 古満安明 作
41 黒漆楼閣人物螺鈿軸盆 1枚 中国・明時代（17世紀） 高さ2.8　竪35.5　横13.4
42 山水人物彫竹筆立 1基 中国・明時代 高さ15　口径12(8.6)　底径12.1
43 花丸模様短冊掛 1枚 江戸時代 竪66.4　横9.6
44 唐銅雨龍形文鎮 1点 中国・明時代 横3.5　高さ3.2
45 銀象眼龍頭筆架 1点 朝鮮・李朝時代 横14.7　高さ2
46 梨子地鳳凰雲鶴蒔絵中央卓 1基 江戸時代後期（18世紀後半） 高52.3　竪35.5　横37.0 古満巨柳 作
47 鉄刀木茶棚 1基 江戸時代 高さ35.9　竪27.4　横34.3
48 巻絹机　大和錦張 1基 江戸時代 幅64.7　奥行33.7　高さ24
49 黒漆塗生花文螺鈿花台 1基 江戸時代後期（19世紀） 竪35.8　横47.1　高13.9
50 御来縣留記 1冊 明治20年（1887） 竪27.0　横18.8 鍋988.3-1
51 御来縣献上物控 1冊 明治20年（1887） 竪27.5　横18.8 鍋988.2-5
52 御来栄留記 1冊 明治20年（1887）2月 竪27.0　横18.1 鍋988.2-4
53 鍋島侯御来栄之概況 1冊 明治20年（1887）2月 竪23.1　横17.5 鍋988-6
54 鍋島侯御入栄概況餘聞 1冊 明治20年（1887）2月 竪24.9　横17.7 鍋988-7
55 御来佐日記 1冊 明治34年（1901） 竪27.1　横18.6 鍋988.1-4
56 御来佐日記 1冊 明治34年（1901） 竪27.2　横19.0 鍋988.2-23
57 御来佐中佐賀三新聞抄録 1冊 明治34年（1901） 竪24.2　横16.2 鍋988.2-25
58 御下縣録 1冊 大正6年（1917）4月 竪24.0　横16.5 鍋988.2-39

59 侯爵様・奥方様・直泰様　御下縣略記御下縣ノ際献上品並其御挨拶控 1冊 大正12年（1923）3月 竪27.2　横19.0 鍋988.2-48

60 侯爵様・奥方様・直泰様　御下縣中の新聞切抜 1冊 大正12年（1923）3月 竪27.0　横38.6

61 神野御茶屋改築平面図　＊ 1舗 大正時代（20世紀）ヵ 竪79.7　横54.5　

62 色絵杏葉紋付兎花唐草文喫茶具 1揃 大正12年（1923） （皿） 口径18.2　底径11.4　高さ1.7 深川製磁 製
63 神野御茶屋古写真　＊ 9枚 大正時代（20世紀）

※ 所蔵先を表示していないものは、いずれも財団法人鍋島報效会所蔵
※ 鍋島家文庫資料（財団法人鍋島報效会所蔵 /佐賀県立図書館寄託）は、備考欄に｢鍋 673-2｣のように請求番号を示した
※ ＊印は写真パネル展示
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